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（
内
閣
委
員
会
）

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
四
号
）
（
衆

議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
平
成
七
年
三
月
二
十
日
に
発
生
し
た
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
等
の
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
無
差
別
大
量
の
殺
傷

行
為
が
暴
力
に
よ
り
国
の
統
治
機
構
を
破
壊
す
る
等
の
主
義
を
推
進
す
る
目
的
の
下
に
行
わ
れ
た
悪
質
か
つ
重
大
な
テ
ロ
リ
ズ

ム
と
し
て
の
犯
罪
行
為
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
被
っ
た
惨
禍
が
未
曾
有
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、

オ
ウ
ム
真
理
教
が
、
教
団
と
し
て
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
犯
罪
行
為
を
実
行
す
る
能
力
を
形
成
す
る
過
程
に
お
い
て
も
、
こ
れ

に
立
ち
向
か
っ
た
者
や
そ
の
家
族
が
教
団
の
発
展
を
阻
害
す
る
者
と
し
て
殺
傷
行
為
等
の
犯
罪
行
為
の
犠
牲
と
な
っ
て
い
る
こ

と
等
を
踏
ま
え
、
国
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
犯
罪
行
為
（
以
下
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
等
」
と
い
う
。
）
の
被
害
者
等
の
救
済
を
図
る
こ

と
が
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
戦
う
我
が
国
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者

等
に
対
す
る
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等

「
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
等
の
犯
罪
行
為
（
以
下
「
対
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象
犯
罪
行
為
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
遺
族
及
び
対
象
犯
罪
行
為
に
よ
り
障
害
が
残
り
、
又
は
傷
病
を
負
っ
た

者
（
オ
ウ
ム
真
理
教
の
構
成
員
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。

１

平
成
七
年
三
月
二
十
日
に
発
生
し
た
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
に
係
る
犯
罪
行
為

２

平
成
六
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
に
か
け
て
発
生
し
た
松
本
サ
リ
ン
事
件
に
係
る
犯
罪
行
為

３

平
成
元
年
十
一
月
四
日
に
発
生
し
た
弁
護
士
及
び
そ
の
妻
子
の
殺
人
事
件
に
係
る
犯
罪
行
為

４

平
成
六
年
五
月
九
日
に
発
生
し
た
サ
リ
ン
を
使
用
し
た
弁
護
士
の
殺
人
未
遂
事
件
に
係
る
犯
罪
行
為

５

平
成
六
年
十
二
月
二
日
に
発
生
し
た
Ｖ
Ｘ
を
使
用
し
た
殺
人
未
遂
事
件
に
係
る
犯
罪
行
為

６

平
成
六
年
十
二
月
十
二
日
に
発
生
し
た
Ｖ
Ｘ
を
使
用
し
た
殺
人
事
件
に
係
る
犯
罪
行
為

７

平
成
七
年
一
月
四
日
に
発
生
し
た
Ｖ
Ｘ
を
使
用
し
た
殺
人
未
遂
事
件
に
係
る
犯
罪
行
為

８

平
成
七
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
に
か
け
て
発
生
し
た
公
証
人
役
場
事
務
長
の
逮
捕
監
禁
致
死
事
件
に
係

る
犯
罪
行
為

二
、
給
付
金
の
支
給

国
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
に
対
し
、
対
象
犯
罪
行
為
に
よ
る
被
害
の
程
度
に
応
じ
た
額
の
給
付
金
を
支
給
す
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る
。

三
、
裁
定
等

１

給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委

員
会
」
と
い
う
。
）
に
申
請
し
、
そ
の
裁
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
公
安
委
員
会
は
、

速
や
か
に
裁
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

１
の
申
請
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を

得
な
い
理
由
に
よ
り
同
期
間
を
経
過
す
る
前
に
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
の
や
ん
だ
日
か

ら
六
月
以
内
に
限
り
、
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

公
安
委
員
会
は
、
申
請
者
が
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
及
び
対
象
犯
罪
行
為
に
よ
る
被
害

の
程
度
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
て
申
請
者
に
対

し
て
過
重
な
負
担
を
課
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
、
オ
ウ
ム
真
理
教
に
対
す
る
破
産
申
立
事
件
の
記
録
等

を
必
要
に
応
じ
用
い
る
等
、
事
案
の
実
情
に
即
し
た
適
切
な
判
断
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

国
家
公
安
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
務
所
及
び
オ
ウ
ム
真
理
教
に
対
す
る
破
産
申
立
事
件
の
破
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産
管
財
人
等
に
対
し
、
公
安
委
員
会
が
裁
定
を
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
資
料
を
作
成
し
、
国
家
公
安
委
員
会
に
提
出
す

る
よ
う
求
め
、
提
出
を
受
け
た
資
料
を
公
安
委
員
会
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
損
害
賠
償
と
の
関
係

国
は
、
給
付
金
を
支
給
し
た
と
き
は
、
そ
の
額
の
限
度
に
お
い
て
、
当
該
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が
有
す
る
対
象
犯

罪
行
為
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
取
得
す
る
。

五
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

国
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
被
害
者
の
救
済
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


